
















































































別紙　　　1 図書の記号・番号 政経 701別紙　　　

番号 原文

1
2
3

一人あたりGNI（ドル）
■13206以上（高所得国）
■4256～13205（中所得国・上位）
■1086～4255（中所得国・下位）
■1085以下（低所得国）
■データなし
調査年 2021年 
（世界銀行“World Development Indicators”）

国名　国連加盟国
国名　国連非加盟の独立国
〔　〕は属領を表す
■は200海里水域

カナダ

アメリカ合衆国

メキシコ

エクアドル

バハマ

キューバ

ジャマイカ

ハイチ

ベネズエラ
コロンビア

ガイアナ スリナム

ブラジルペルー

チリ

アルゼンチン

ウルグアイ

パラグアイ

ボリビア

セントルシア
グレナダ

ギアナ〔フ〕

ドミニカ
バルバドス

トリニダード・トバゴ

セントビンセント・
グレナディーン諸島

ドミニカ共和国

グリーンランド
〔デ〕

アイスランド
デンマーク

イギリス
アイルランド

モロッコ

（西サハラ）

モーリタニア

ガンビア
ギニアビサウ
ギニア
シエラレオネ
リベリア

コートジボワール

カーボベルデ

アルジェリア
チュニジア

リビア エジプト

マリ ニジェール
チャド スーダン

南スーダンナイジェリア
中央アフリカ

サウジアラビア

カメルーン
コンゴ共和国
コンゴ
民主共和国

ジンバブエ

モザンビーク

タンザニア

ケニア

ソマリア
ウガンダ
ルワンダ
ブルンジ セーシェル

コモロ
マラウイ

マダガスカル

エチオピア

イエメン
エリトリア
ジブチ

オマーン

カタール

イラン
パキスタン

アフガニスタン

インド

スリランカ
モルディブ

トルコ

ロシア連邦ポーランド
ハンガリー
ルーマニア

アルバニア
ブルガリア

スロバキア
チェコ

オーストリア

ドイツ

フィンランド

ノルウェー
スウェーデン

フランス

スイス

イタリア

カザフスタン モンゴル

中華人民共和国

（台湾）

フィリピン

たいわん

ベトナムバングラデシュ
ラオス

ミャンマー

ブータンネパール

タイ

カンボジア

ブルネイ・ダルサラームマレーシア

マーシャル諸島
ミクロネシア連邦

パラオ

キリバス
ナウル

サモア

フィジー

ツバル

バヌアツ

トンガ
ニューカレドニア
〔フ〕

シンガポール

インドネシア

東ティモール

オーストラリア

ニュージーランド

パプアニューギニア
ソロモン諸島

日本

朝鮮民主主義
人民共和国

大韓民国

イラク
クウェート
バーレーンヨルダン

シリアキプロス
イスラエル

レバノン
ギリシャ　

マルタ

5 671
4
3
2

8

11
12
1314

15
16

17
1819 21

20 23
22

109

アラブ首長国連邦

アンゴラ
ザンビア

ボツワナ
ナミビア

南アフリカ共和国

エスワティニ
レソト

モーリシャス

ブルキナファソ

オランダ
ベルギー
ルクセンブルク
ポルトガル
スペイン
アンドラ

セントクリストファー・ネービス

ベリーズ
グアテマラ
エルサルバドル
ホンジュラス
ニカラグア
コスタリカ
パナマ

アンティグア・バーブーダ

コソボ

セネガル

ガーナ
トーゴ
ベナン

サントメ・プリンシペ
赤道ギニア

ガボン

ニウエ
クック諸島

1  モナコ
2  リヒテンシュタイン
3  サンマリノ
4  バチカン
5  スロベニア
6  クロアチア

7  ボスニア・ヘルツェゴビナ
8  セルビア
9  モンテネグロ
10  北マケドニア
11  エストニア

12  ラトビア
13  リトアニア
14  ベラルーシ
15  ウクライナ
16  モルドバ

17  ジョージア
18  アルメニア
19  アゼルバイジャン
20  ウズベキスタン
21  トルクメニスタン

22  タジキスタン
23  キルギス

＊ 2020年にN
ナ フ タ
AFTAにかわって米国・メキシコ・

　カナダ協定（USMCA）が発足した

アメリカ合衆国　カナダ　メキシコ

USMCA（3か国）＊

アメリカ合衆国 カナダ
アンティグア・バーブーダ ドミニカ
グレナダ コスタリカ
ジャマイカ 
セントルシア
セントビンセント・グレナディーン諸島
セントクリストファー・ネービス

● メキシコ
 グアテマラ
 ベリーズ
 ホンジュラス
 エルサルバドル
 ニカラグア
● パナマ
 ハイチ
 ドミニカ共和国
 バルバドス
 トリニダード・トバゴ
 バハマ
● キューバ
● チリ

● はラテンアメリカ統合連合（A
ア ラ デ ィ
LADI）加盟国 （13か国）

● ペルー
● コロンビア
● エクアドル
 スリナム
 ガイアナ

米州機構（35か国）

M
メ ル コ ス ー ル

ERCOSUR
（6か国）

● アルゼンチン
● ブラジル
● パラグアイ
● ウルグアイ
● ベネズエラ
● ボリビア

カナダ
アメリカ合衆国
イギリス
トルコ
アルバニア

モンテネグロ
北マケドニア

オランダ
ベルギー
ルクセンブルク
ドイツ
フランス
イタリア
デンマーク
ギリシャ
スペイン
ポルトガル
チェコ

アイルランド
スウェーデン
オーストリア

マルタ
キプロス

ハンガリー
ポーランド　
スロバキア
スロベニア
エストニア
ラトビア
リトアニア
ブルガリア
ルーマニア
クロアチア
フィンランド

N
ナ ト ー

ATO（31か国）

EU（27か国）

E
エ フ タ

FTA（4か国）
スイス
リヒテンシュタイン

ノルウェー
アイスランド

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
イギリス
フランス
ドイツ
イタリア
ベルギー
オランダ
ルクセンブルク
ノルウェー
スウェーデン
デンマーク
アイスランド
フィンランド
アイルランド
スイス
オーストリア
ギリシャ

OECD（38か国）

トルコ
スペイン
ポルトガル
日本
大韓民国
オーストラリア
ニュージーランド
ハンガリー
チェコ
ポーランド
スロバキア
チリ
スロベニア
イスラエル
エストニア
ラトビア
リトアニア
コロンビア
コスタリカ

アフリカ地域の全独立国と西サハラ

AU（55か国・地域）

ロシア連邦
ベラルーシ
カザフスタン
ウズベキスタン
トルクメニスタン

CIS（10か国）

タジキスタン
キルギス
アルメニア
アゼルバイジャン
モルドバ

日本
アメリカ合衆国
カナダ
オーストラリア
ニュージーランド
大韓民国
シンガポール
マレーシア
インドネシア
フィリピン
タイ

A
エイペック

PEC（21か国・地域）

ブルネイ・ダルサラーム
中華人民共和国
台
たい

湾
わん

香
ホン

港
コン

メキシコ
チリ
パプアニューギニア
ベトナム
ペルー
ロシア連邦

ベネズエラ
イラン
ナイジェリア
赤道ギニア

O
オ ペ ッ ク

PEC（13か国）

アンゴラ
ガボン
コンゴ共和国

イラク
クウェート
サウジアラビア

アラブ首長国連邦
アルジェリア
リビア

O
オ ア ペ ッ ク

APEC（10か国）

バーレーン
シリア

エジプト
カタール

中華人民共和国
ロシア連邦
カザフスタン
ウズベキスタン

上
シャン

海
ハイ

協力機構（8か国）

タジキスタン
キルギス
インド
パキスタン

独立国・国際機関の加盟国は2023年9月現在

世 界 の 現 状

R
アールセップ

CEP協定（15か国）

A
ア セ ア ン

SEAN（10か国）

TPP11協定（CPTPP）（12か国）

インドネシア ラオス
カンボジア フィリピン
タイ ミャンマー

シンガポール ブルネイ・ダルサラーム
ベトナム マレーシア

日本 オーストラリア
ニュージーランド

カナダ ペルー
チリ メキシコ
イギリス

中華人民共和国 大韓民国

ラテンアメリカ経済機構（25か国）
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別紙　　　2 図書の記号・番号 政経 701別紙　　　

番号 訂正文

1
2
3

一人あたりGNI（ドル）
■14006以上（高所得国）
■4516～14005（中所得国・上位）
■1146～4515（中所得国・下位）
■1145以下（低所得国）
■データなし
調査年 2023年 
（世界銀行“World Development Indicators”）

国名　国連加盟国
国名　国連非加盟の独立国
〔　〕は属領を表す
■は200海里水域

カナダ

アメリカ合衆国

メキシコ

エクアドル

バハマ

キューバ

ジャマイカ

ハイチ

ベネズエラ
コロンビア

ガイアナ スリナム

ブラジルペルー

チリ

アルゼンチン

ウルグアイ

パラグアイ

ボリビア

セントルシア
グレナダ

ギアナ〔フ〕

ドミニカ
バルバドス

トリニダード・トバゴ

セントビンセント・
グレナディーン諸島

ドミニカ共和国

アイスランド
デンマーク

イギリス
アイルランド

モロッコ

（西サハラ）

モーリタニア

ガンビア
ギニアビサウ
ギニア
シエラレオネ
リベリア

コートジボワール

カーボベルデ

アルジェリア
チュニジア

リビア エジプト

マリ ニジェール
チャド スーダン

南スーダンナイジェリア
中央アフリカ

サウジアラビア

カメルーン
コンゴ共和国
コンゴ
民主共和国

ジンバブエ

モザンビーク

タンザニア

ケニア

ソマリア
ウガンダ
ルワンダ
ブルンジ セーシェル

コモロ
マラウイ

マダガスカル

エチオピア

イエメン
エリトリア
ジブチ

オマーン

カタール

イラン
パキスタン

アフガニスタン

インド

スリランカ
モルディブ

トルコ

ロシア連邦ポーランド
ハンガリー
ルーマニア

アルバニア
ブルガリア

スロバキア
チェコ

オーストリア

ドイツ

フィンランド

ノルウェー
スウェーデン

フランス

スイス

イタリア

カザフスタン モンゴル

中華人民共和国

（台湾）

フィリピン

たいわん

ベトナムバングラデシュ
ラオス

ミャンマー

ブータンネパール

タイ

カンボジア

ブルネイ・ダルサラームマレーシア

マーシャル諸島
ミクロネシア連邦

パラオ

キリバス
ナウル

サモア

フィジー

ツバル

バヌアツ

トンガ
ニューカレドニア
〔フ〕

シンガポール

インドネシア

東ティモール

オーストラリア

ニュージーランド

パプアニューギニア
ソロモン諸島

日本

朝鮮民主主義
人民共和国

大韓民国

イラク
クウェート
バーレーンヨルダン

シリアキプロス
イスラエル

レバノン
ギリシャ　

マルタ

5 671
4
3
2

8

11
12
1314

15
16

17
1819 21

20 23
22

109

アラブ首長国連邦

アンゴラ
ザンビア

ボツワナ
ナミビア

南アフリカ共和国

エスワティニ
レソト

モーリシャス

ブルキナファソ

オランダ
ベルギー
ルクセンブルク
ポルトガル
スペイン
アンドラ

セントクリストファー・ネービス

ベリーズ
グアテマラ
エルサルバドル
ホンジュラス
ニカラグア
コスタリカ
パナマ

アンティグア・バーブーダ

コソボコソボ

セネガル

ガーナ
トーゴ
ベナン

サントメ・プリンシペ
赤道ギニア

ガボン

ニウエ
クック諸島

グリーンランド
〔デ〕

1  モナコ
2  リヒテンシュタイン
3  サンマリノ
4  バチカン
5  スロベニア
6  クロアチア

7  ボスニア・ヘルツェゴビナ
8  セルビア
9  モンテネグロ
10  北マケドニア
11  エストニア

12  ラトビア
13  リトアニア
14  ベラルーシ
15  ウクライナ
16  モルドバ

17  ジョージア
18  アルメニア
19  アゼルバイジャン
20  ウズベキスタン
21  トルクメニスタン

22  タジキスタン
23  キルギス

＊ 2020年にN
ナ フ タ
AFTAにかわって米国・メキシコ・

　カナダ協定（USMCA）が発足した

アメリカ合衆国　カナダ　メキシコ

USMCA（3か国）＊

アメリカ合衆国 カナダ
アンティグア・バーブーダ ドミニカ
グレナダ コスタリカ
ジャマイカ 
セントルシア
セントビンセント・グレナディーン諸島
セントクリストファー・ネービス

● メキシコ
 グアテマラ
 ベリーズ
 ホンジュラス
 エルサルバドル
● パナマ
 ハイチ
 ドミニカ共和国
 バルバドス
 トリニダード・トバゴ
 バハマ
● キューバ
● チリ

 ニカラグア

● はラテンアメリカ統合連合（A
ア ラ デ ィ
LADI）加盟国 （13か国）

● ペルー
● コロンビア
● エクアドル
 スリナム
 ガイアナ

米州機構（34か国）

M
メ ル コ ス ー ル

ERCOSUR
（6か国）

● アルゼンチン
● ブラジル
● パラグアイ
● ウルグアイ
● ベネズエラ
● ボリビア

カナダ
アメリカ合衆国
イギリス
トルコ
アルバニア

モンテネグロ
北マケドニア

オランダ
ベルギー
ルクセンブルク
ドイツ
フランス
イタリア
デンマーク
ギリシャ
スペイン
ポルトガル
チェコ
ハンガリー

アイルランド
オーストリア

マルタ
キプロス

ポーランド　
スロバキア
スロベニア
エストニア
ラトビア
リトアニア
ブルガリア
ルーマニア
クロアチア
フィンランド
スウェーデン

N
ナ ト ー

ATO（32か国）

EU（27か国）

E
エ フ タ

FTA（4か国）
スイス
リヒテンシュタイン

ノルウェー
アイスランド

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
イギリス
フランス
ドイツ
イタリア
ベルギー
オランダ
ルクセンブルク
ノルウェー
スウェーデン
デンマーク
アイスランド
フィンランド
アイルランド
スイス
オーストリア
ギリシャ

OECD（38か国）

トルコ
スペイン
ポルトガル
日本
大韓民国
オーストラリア
ニュージーランド
ハンガリー
チェコ
ポーランド
スロバキア
チリ
スロベニア
イスラエル
エストニア
ラトビア
リトアニア
コロンビア
コスタリカ

アフリカ地域の全独立国と西サハラ

AU（55か国・地域）

ロシア連邦
ベラルーシ
カザフスタン
ウズベキスタン
トルクメニスタン

CIS（10か国）

タジキスタン
キルギス
アルメニア
アゼルバイジャン
モルドバ

日本
アメリカ合衆国
カナダ
オーストラリア
ニュージーランド
大韓民国
シンガポール
マレーシア
インドネシア
フィリピン
タイ

A
エイペック

PEC（21か国・地域）

ブルネイ・ダルサラーム
中華人民共和国
台
たい

湾
わん

香
ホン

港
コン

メキシコ
チリ
パプアニューギニア
ベトナム
ペルー
ロシア連邦

ベネズエラ
イラン
ナイジェリア

O
オ ペ ッ ク

PEC（12か国）

赤道ギニア
ガボン
コンゴ共和国

イラク
クウェート
サウジアラビア

アラブ首長国連邦
アルジェリア
リビア

O
オ ア ペ ッ ク

APEC（10か国）

バーレーン
シリア

エジプト
カタール

中華人民共和国
ロシア連邦
カザフスタン
ウズベキスタン
タジキスタン

上
シャン

海
ハイ

協力機構（10か国）

キルギス
インド
パキスタン
ベラルーシ
イラン

独立国・国際機関の加盟国は2024年9月現在

世 界 の 現 状

R
アールセップ

CEP協定（15か国）

A
ア セ ア ン

SEAN（10か国）

TPP11協定（CPTPP）（12か国）

インドネシア ラオス
カンボジア フィリピン
タイ ミャンマー

シンガポール ブルネイ・ダルサラーム
ベトナム マレーシア

日本 オーストラリア
ニュージーランド

カナダ ペルー
チリ メキシコ
イギリス

中華人民共和国 大韓民国

ラテンアメリカ経済機構（25か国）
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番号 原文 訂正文

別紙　　　3 図書の記号・番号 政経 701

8
9
10

　いっぽう，刑事裁判とは，犯罪を疑われて起訴された被
ひ

告
こく

人
にん

に
ついて，検察官による犯罪の立証が十分かどうかを裁判官や裁判
員が検討して，犯罪事実の有無を認定し（事実認定），有罪の場合
には刑

けい

罰
ばつ

の程度を決める（量刑）ものである。その際，検察官は公
益の代表者として裁判所に訴えを起こし（起訴），証

しょう

拠
こ

主義にもと
づいて犯罪の立証責任を負う。これに対し，弁護士は弁護人とし
て被告人の側に立ち，検察官の立証の不十分さなどを指摘する役
割をもつ。検察官は検察庁に属し，検察庁は裁判所の種類に対応
する形で組織されている。検察官による不起訴処分が適切か否か
を，18歳以上の有権者から選ばれた検察審査員が審査するのが
検察審査会制度である。

7

₆

❻

➡p.60�

　なお，犯罪を疑われた人の人権が不当に制限されないよう，憲
法はさまざまな権利を認めてい

➡p.34
る。罪に問われるのは，何が正し

い行動かを判断する能力（責任能力）がある者に限られる。また，
20歳未満の少年が罪を犯した場合には，更

こう

生
せい

を重視する立場か
ら少年法が適用される。
　このほかに，政府や地方公共団体の行った行政行為に対する国
民の異議申し立てである行政裁判があり，民事裁判の形式にもと
づいて行われる。

違憲審査権
裁判所は，裁判を通して一切の法律，命令，
規則，処分が憲法に反していないかどうかを

判断する権限をもっている。これが違憲審査権で，すべての裁判
所によって行使されうるが，最終的な判断は最高裁判所が下す（第
81条）。そのため最高裁判所は「憲法の番人」ともよばれる。
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₆刑罰の種類　このうち懲役と
禁錮は2025年までに一本化され
て「拘禁」になる予定。国や地方公
共団体が科
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裁判官裁判官 裁判官

裁判所書記官

被告人

弁護人
（弁護士）検察官

事件によっては裁判
官が一人の場合もあ
る。また，事件によっ
ては裁判員も参加す
る（➡p.60）
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7刑事裁判の流れ（左）と法廷（右）

❻検察庁　検察庁は行政機関の一部
であるが，準司法機関としての性
格ももつ。

❼違憲審査権 司法審査権ともいう。
ドイツなどでは，具体的事件を離
れて法律の合憲性を憲法裁判所な
どで審査する抽象的違憲審査制が，
アメリカなどでは，具体的な争訟
事件を解決するのに必要なかぎり
で裁判所が合憲性を審査する付

ふ

随
ずい

的違憲審査制が採用されている。
日本の制度は付随的違憲審査制と
されている。

少年法改正を考える
　少年は若く，罪を犯しても更生する可能性が大き
い。そのため，法に触れた少年については20歳以
上と異なる扱いをするというのが少年法の趣

しゅ

旨
し

であ
る。従来の少年法では，刑罰よりも教育・保護・更
生に重点がおかれ，少年犯罪はすべて家庭裁判所で
処
しょ

遇
ぐう

が決定されていた。
　しかし，2000年の改正により刑罰の適用年齢が
16歳以上から14歳以上に引き下げられ，16歳以
上の少年が故

こ

意
い

に死亡させた場合は，家庭裁判所は
検察官に戻す（逆送

そう

致
ち

）ことが原則となった。その後
の2007年の改正では，少年院送致の対象年齢が14
歳以上から「おおむね12歳以上」（「おおむね」の幅は
1歳程度）に改められた。
　さらに2021年の改正では，選挙権年齢（➡p.73）や
民法上の成年年齢（➡p.12）の引き下げを受けて，18，
19歳が「特定少年」と位置づけられ，①逆送致の対

象事件が強盗罪や強制性交罪などへと拡大され，②
逆送致後は20歳以上と同じ扱いとなり，③実名報
道が解禁された。この改正には，少年の立ち直りを
促
うなが

す観点から懸念する声がある。

■8少年事件の手続きの流れ

少年院

保護観察

児童自立支援
施設などに送致

家庭裁判所
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察
官

刑事裁判

懲役・禁錮
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地方裁判所

14歳以上
犯罪

検察
（犯罪少年のみ）

捜査
逆
送

起
訴

調査触法少年
14歳未満
刑罰法令に
触れる行為

■9最高裁判所によるおもな違憲判断 最高裁判所が「憲法の番人」とされるのはなぜだろうか。

死刑 法務大臣の命令により
拘置所で執行

懲役 刑務所などに拘置，
所定の作業義務あり

禁
きん

錮
こ 刑務所などに拘置，
所定の作業義務なし

罰金
1万円以上。
納められないときは
2年以下で労

ろう

役
えき

場に留置

拘留 1日以上30日未満，
刑務所などに拘置

科
か

料
りょう 1000円以上1万円未満。

納められないときは
30日以下で労役場に留置

没
ぼっ

収
しゅう 犯罪の凶

きょう

器
き

や
報酬などを没収

違憲判断 根拠となった条項 違憲の理由 判決後の取り扱い

尊
そん
属
ぞく
殺人重罰規定

違憲判決（1973.4.4）
第14条1項
（法の下の平等）

尊属殺人の法定刑が死刑または無期懲役という刑法第200条の規定は，
普通殺人の法定刑に対して著しく不合理な差別であり，違憲

1995年に
同条項を削除

薬事法距離制限違憲判決
（1975.4.30）（➡p.35）

第22条1項
（職業選択の自由）

薬局開設の許可基準として距離の制限を設けている薬事法第6条の規定
は，不良医薬品の供給防止という立法目的から合理的とはいえず，違憲

1975年に
同条項を削除

衆議院議員定数
不均衡違憲判決
（1976.4.14／1985.7.17）

第14条1項，44条
（法の下の平等，議員
及び選挙人の資格）

公職選挙法別表第1および付則第7～9項の規定について，議員一人あ
たりの有権者数の格差が合理的期間内に是

ぜ
正
せい
されておらず，違憲（事情

判決で選挙そのものは有効）

判決時に定数是正
済み／1986年に
公職選挙法を改正

森林法分割制限規定
違憲判決（1987.4.22）

第29条
（財産権の保障）

共有林の分割請求を制限する森林法第186条の規定は，不必要な制限で
あり，財産権の制限に該当し，違憲

1987年に
同条項を削除

愛媛玉
たま
ぐし料訴訟違憲

判決（1997.4.2）（➡p.33）
第20条３項，89条（政教
分離，公金支出の制限）

愛媛県が行った靖
やす
国
くに
神社への玉ぐし料などの公金支出は，政教分離や公

金支出の制限を定めた憲法に反し，違憲
県知事（当時）に
公金返還を命令

郵便法損害賠
ばい
償
しょう
制限

違憲判決（2002.9.11）
第17条
（国の賠償責任）

書
かき
留
とめ
郵便の遅配で生じた損害について，国の損害賠償の範囲を紛失・棄

き

損
そん
に限定した郵便法第68，73条の規定は，合理性がなく，違憲

2002年に
郵便法を改正

在外国民選挙権制限
違憲判決（2005.9.14）

第15条1，3項，43条
1項，44条
（普通選挙の保障）

在外国民の選挙権（小選挙区選挙権等）を制限する公職選挙法付則第8項
の規定は，選挙権を保障した憲法に反し，違憲

2006年に
公職選挙法を改正

国籍法婚
こん
外
がい
子
し
差別

違憲判決（2008.6.4）
第14条1項
（法の下の平等）

外国人の母から生まれた子が出生後に日本人の父から認知されても，父
母の婚

こん
姻
いん
がなければ日本国籍を認めないとする国籍法第3条1項の規定

は不合理で，違憲

2008年に
国籍法を改正

空
そら
知
ち
太
ぶと
神社訴訟

（2010.1.20）（➡p.33）
第20条1項，89条（政教
分離，公金支出の制限）

北海道砂
すな
川
がわ
市による神社への市有地の無償提供は，政教分離や公金支出

の制限を定めた憲法に反し，違憲
市有地の一部を
神社に有償貸与

婚外子相
そう
続
ぞく
差別訴訟違憲

決定（2013.9.4）（➡p.31）
第14条1項
（法の下の平等）

婚外子の相続分は嫡
ちゃく
出
しゅつ
である子の相続分の2分の1とする民法第900条4

号の規定は合理的根
こん
拠
きょ
がなく，法の下の平等を保障した憲法に反し，違憲

2013年に
民法を改正

女性の再婚禁止期間
違憲判決（2015.12.16）

第14条1項，24条2項
（法の下の平等，
両性の本質的平等）

女性のみ離婚後6か月の間，再婚を禁止する民法第733条1項の規定に
ついて，100日を超える部分は男女の区別が合理的な根拠にもとづくも
のでなく，違憲

2016年に
民法を改正

孔
こう
子
し
廟
びょう
訴訟違憲判決

（2021.2.24）
第20条3項
（政教分離）

沖縄県那
な
覇
は
市による孔子廟（孔子などを祀

まつ
る施設）への公園内敷地の無償

提供は，政教分離を定めた憲法に反し，違憲
孔子廟に公園
使用料を請求

在外国民国民審査権
違憲判決（2022.5.25）

第15条1項，79条
2，3項（国民審査権）

在外国民の国民審査権の行使を認めない国民審査法の規定は，国民審査
権を保障した憲法に違反し，違憲

2022年に
国民審査法を改正

性別変更生
せい
殖
しょく
不能要件

違憲決定（2023.10.25）
第13条
（個人の尊重）

生殖能力がないことを戸籍上の性別変更の要件とする性同一性障害特例
法の規定は，身体への侵

しん
襲
しゅう
を受けない自由への合理性を欠く制約で，違憲

性同一性障害特例法
改正を検討
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　いっぽう，刑事裁判とは，犯罪を疑われて起訴された被
ひ

告
こく

人
にん

に
ついて，検察官による犯罪の立証が十分かどうかを裁判官や裁判
員が検討して，犯罪事実の有無を認定し（事実認定），有罪の場合
には刑

けい

罰
ばつ

の程度を決める（量刑）ものである。その際，検察官は公
益の代表者として裁判所に訴えを起こし（起訴），証

しょう

拠
こ

主義にもと
づいて犯罪の立証責任を負う。これに対し，弁護士は弁護人とし
て被告人の側に立ち，検察官の立証の不十分さなどを指摘する役
割をもつ。検察官は検察庁に属し，検察庁は裁判所の種類に対応
する形で組織されている。検察官による不起訴処分が適切か否か
を，18歳以上の有権者から選ばれた検察審査員が審査するのが
検察審査会制度である。
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　なお，犯罪を疑われた人の人権が不当に制限されないよう，憲
法はさまざまな権利を認めてい

➡p.34
る。罪に問われるのは，何が正し

い行動かを判断する能力（責任能力）がある者に限られる。また，
20歳未満の少年が罪を犯した場合には，更

こう

生
せい

を重視する立場か
ら少年法が適用される。
　また，民事裁判と刑事裁判のほかに，政府や地方公共団体の行っ
た行政行為に対する国民の異議申し立てである行政裁判がある。

違憲審査権
裁判所は，裁判を通して一切の法律，命令，
規則，処分が憲法に反していないかどうかを

判断する権限をもっている。これが違憲審査権で，すべての裁判
所によって行使されうるが，最終的な判断は最高裁判所が下す（第
81条）。そのため最高裁判所は「憲法の番人」ともよばれる。
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事件によっては裁判
官が一人の場合もあ
る。また，事件によっ
ては裁判員も参加す
る（➡p.60）
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❻検察庁　検察庁は行政機関の一部
であるが，準司法機関としての性
格ももつ。

❼�行政裁判　裁判の形式は民事裁判
にもとづいて行われる。

❽違憲審査権 司法審査権ともいう。
ドイツなどでは，具体的事件を離
れて法律の合憲性を憲法裁判所な
どで審査する抽象的違憲審査制が，
アメリカなどでは，具体的な争訟
事件を解決するのに必要なかぎり
で裁判所が合憲性を審査する付

ふ

随
ずい

的違憲審査制が採用されている。
日本の制度は付随的違憲審査制と
されている。

少年法改正を考える
　少年は若く，罪を犯しても更生する可能性が大き
い。そのため，法に触れた少年については20歳以
上と異なる扱いをするというのが少年法の趣

しゅ

旨
し

であ
る。従来の少年法では，刑罰よりも教育・保護・更
生に重点がおかれ，少年犯罪はすべて家庭裁判所で
処
しょ

遇
ぐう

が決定されていた。
　しかし，2000年の改正により刑罰の適用年齢が
16歳以上から14歳以上に引き下げられ，16歳以
上の少年が故

こ

意
い

に死亡させた場合は，家庭裁判所は
検察官に戻す（逆送

そう

致
ち

）ことが原則となった。その後
の2007年の改正では，少年院送致の対象年齢が14
歳以上から「おおむね12歳以上」（「おおむね」の幅は
1歳程度）に改められた。
　さらに2021年の改正では，選挙権年齢（➡p.73）や
民法上の成年年齢（➡p.12）の引き下げを受けて，18，
19歳が「特定少年」と位置づけられ，①逆送致の対

象事件が強盗罪や強制性交罪などへと拡大され，②
逆送致後は20歳以上と同じ扱いとなり，③実名報
道が解禁された。この改正には，少年の立ち直りを
促
うなが

す観点から懸念する声がある。

■8少年事件の手続きの流れ
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逆
送

起
訴

調査触法少年
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刑罰法令に
触れる行為

■9最高裁判所によるおもな違憲判断 最高裁判所が「憲法の番人」とされるのはなぜだろうか。

死刑 法務大臣の命令により
拘置所で執行

懲役 刑務所などに拘置，
所定の作業義務あり

禁
きん

錮
こ 刑務所などに拘置，
所定の作業義務なし

罰金
1万円以上。
納められないときは
2年以下で労

ろう

役
えき

場に留置

拘留 1日以上30日未満，
刑務所などに拘置

科
か

料
りょう 1000円以上1万円未満。

納められないときは
30日以下で労役場に留置

没
ぼっ

収
しゅう 犯罪の凶

きょう

器
き

や
報酬などを没収

違憲判断 根拠となった条項 違憲の理由 判決後の取り扱い

尊
そん
属
ぞく
殺人重罰規定

違憲判決（1973.4.4）
第14条1項
（法の下の平等）

尊属殺人の法定刑が死刑または無期懲役という刑法第200条の規定は，
普通殺人の法定刑に対して著しく不合理な差別であり，違憲

1995年に
同条項を削除

薬事法距離制限違憲判決
（1975.4.30）（➡p.35）

第22条1項
（職業選択の自由）

薬局開設の許可基準として距離の制限を設けている薬事法第6条の規定
は，不良医薬品の供給防止という立法目的から合理的とはいえず，違憲

1975年に
同条項を削除

衆議院議員定数
不均衡違憲判決
（1976.4.14／1985.7.17）

第14条1項，44条
（法の下の平等，議員
及び選挙人の資格）

公職選挙法別表第1および付則第7～9項の規定について，議員一人あ
たりの有権者数の格差が合理的期間内に是

ぜ
正
せい
されておらず，違憲（事情

判決で選挙そのものは有効）

判決時に定数是正
済み／1986年に
公職選挙法を改正

森林法分割制限規定
違憲判決（1987.4.22）

第29条
（財産権の保障）

共有林の分割請求を制限する森林法第186条の規定は，不必要な制限で
あり，財産権の制限に該当し，違憲

1987年に
同条項を削除

愛媛玉
たま
ぐし料訴訟違憲

判決（1997.4.2）（➡p.33）
第20条３項，89条（政教
分離，公金支出の制限）

愛媛県が行った靖
やす
国
くに
神社への玉ぐし料などの公金支出は，政教分離や公

金支出の制限を定めた憲法に反し，違憲
県知事（当時）に
公金返還を命令

郵便法損害賠
ばい
償
しょう
制限

違憲判決（2002.9.11）
第17条
（国の賠償責任）

書
かき
留
とめ
郵便の遅配で生じた損害について，国の損害賠償の範囲を紛失・棄

き

損
そん
に限定した郵便法第68，73条の規定は，合理性がなく，違憲

2002年に
郵便法を改正

在外国民選挙権制限
違憲判決（2005.9.14）

第15条1，3項，43条
1項，44条
（普通選挙の保障）

在外国民の選挙権（小選挙区選挙権等）を制限する公職選挙法付則第8項
の規定は，選挙権を保障した憲法に反し，違憲

2006年に
公職選挙法を改正

国籍法婚
こん
外
がい
子
し
差別

違憲判決（2008.6.4）
第14条1項
（法の下の平等）

外国人の母から生まれた子が出生後に日本人の父から認知されても，父
母の婚

こん
姻
いん
がなければ日本国籍を認めないとする国籍法第3条1項の規定

は不合理で，違憲

2008年に
国籍法を改正

空
そら
知
ち
太
ぶと
神社訴訟

（2010.1.20）（➡p.33）
第20条1項，89条（政教
分離，公金支出の制限）

北海道砂
すな
川
がわ
市による神社への市有地の無償提供は，政教分離や公金支出

の制限を定めた憲法に反し，違憲
市有地の一部を
神社に有償貸与

婚外子相
そう
続
ぞく
差別訴訟違憲

決定（2013.9.4）（➡p.31）
第14条1項
（法の下の平等）

婚外子の相続分は嫡
ちゃく
出
しゅつ
である子の相続分の2分の1とする民法第900条4

号の規定は合理的根
こん
拠
きょ
がなく，法の下の平等を保障した憲法に反し，違憲

2013年に
民法を改正

女性の再婚禁止期間
違憲判決（2015.12.16）

第14条1項，24条2項
（法の下の平等，
両性の本質的平等）

女性のみ離婚後6か月の間，再婚を禁止する民法第733条1項の規定に
ついて，100日を超える部分は男女の区別が合理的な根拠にもとづくも
のでなく，違憲

2016年に
民法を改正

孔
こう
子
し
廟
びょう
訴訟違憲判決

（2021.2.24）
第20条3項
（政教分離）

沖縄県那
な
覇
は
市による孔子廟（孔子などを祀

まつ
る施設）への公園内敷地の無償

提供は，政教分離を定めた憲法に反し，違憲
孔子廟に公園
使用料を請求

在外国民国民審査権
違憲判決（2022.5.25）

第15条1項，79条
2，3項（国民審査権）

在外国民の国民審査権の行使を認めない国民審査法の規定は，国民審査
権を保障した憲法に違反し，違憲

2022年に
国民審査法を改正

性別変更生
せい
殖
しょく
不能要件

違憲決定（2023.10.25）
第13条
（個人の尊重）

生殖能力がないことを戸籍上の性別変更の要件とする性同一性障害特例
法の規定は，身体への侵

しん
襲
しゅう
を受けない自由への合理性を欠く制約で，違憲

性同一性障害特例法
改正を検討

旧優生保護法不
ふ
妊
にん
手術

規定違憲判決（2024.7.3）
第13条，14条1項（個人
の尊重，法の下の平等）

障がいなどを理由に強制的に不妊手術ができるとした旧優生保護法の規定は，
身体への侵襲を受けない自由や法の下の平等を保障した憲法に反し，違憲

旧優生保護法は
1996年に改正済み
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10

　違憲審査権は，国会や内閣に対する裁判所の独立性を象
しょう

徴
ちょう

する
ものである。高度に政治的な行為に対しては違憲審査をすべきで
ないという見解（統

とう

治
ち

行為論）もあるが，違憲審査権の行使があま
りに抑

よく

制
せい

されると「憲法の番人」としての裁判所の役割は生きてこ
ない。そして憲法は「憲法の番人」としての裁判所の機能を国民が
監
かん

視
し

する機会として，最高裁判所の裁判官に対する国民審
➡p.40
査の制

度を設けている（第79条2～4項）。

司法の課題と
国民の司法参加

日本の裁判制度については，冤罪が繰り返
されてきたことや，判決が出るまでに時間

がかかりすぎているなどの問題が指摘されてきた。また，刑事裁
判が職業裁判官のみによって行われてきたために，国民の常識と
乖
かい

離
り

した判決があるなどの意見もあった。
　これらの批判を受けて，一連の司法制度改革が行われ，その一
環として裁判員

➡レクチャー
制度が導入された（2009年実施）。裁判員は18歳

以上の有権者から無作為に選ばれ，重大犯罪の刑事裁判の第一審
に裁判官とともに参加する。裁判員制度は，裁判に国民の良識を
反映させると同時に，主権者としての意識を高めることを目的と
している。しかし，被告人にとって短期間の裁判が十分に公正な
ものかどうか，裁判員にとって守秘義務などの負担が大きすぎな
いかなどの懸

け

念
ねん

もある。
　検察審査会制

➡p.58
度は，審査会で起訴相当と2回議決されれば，裁

判所が指定した弁護士によって強制的に起訴されるしくみ（起訴
議決制度）に改められ

2009年
た。法による紛争解決に必要な情報やサー

ビスの提供が受けられる日本司法支援センター（法テラス）も設置

❽

�

�

❾

�

�

さ
2006年
れ，法曹の増員などを目的に法科大学院（ロ

law school
ースクール）も設け

られ
2004年
た。さらに，特定の刑事訴

そ

訟
しょう

について犯罪被害者やその家族
が裁判に参加できる被害者参加制度の導

2008年
入や，殺人罪などの時効

を廃止・延長する制
2010年
度改革も行われた。なお，2016年の刑事訴

訟法改正を受けて，2019年から，裁判員裁判対象の事件などに
おける取り調べの可視化

たい

（逮捕
ほ

後の被
ひ

疑
ぎ

者
しゃ

の取り調べを録音・録
画すること）が義務化された。2018年には捜

そう

査
さ

協力により不起
訴処分や刑罰の減

げん

免
めん

（軽減・免除）を得る司法取引制度も設けられ
た。冤罪防止のためには代用刑事施設（いわゆる「代用監

かん

獄
ごく

」）の廃
はい

止
し

などが有効だという意見もあり，司法制度への信頼を確固たる
ものとするため，さらなる改革が求められる。

�

�

❽�統治行為論　憲法第7条による衆
議院解散の合憲性が争われた苫

とま

米
べ

地
ち

事件（1960年判決）や，砂
すな

川
がわ

事件，
長
なが

沼
ぬま

ナイキ基地訴訟（➡p.42判例）
などで示された。
❾�裁判員制度　欧米では，一般市民
が事実認定を行い裁判官が量刑を
判断する陪

ばい

審
しん

制や，市民と裁判官
の合議によって量刑まで判断する
参
さん

審
しん

制がある。日本の裁判員制度
は，市民と裁判官の合議により量
刑まで判断している点で参審制に
近いが，参審制と異なり，法律の
適用については裁判官のみが判断
する。

�おもな司法制度改革 �検察審査会による審査の流れ

検
察
審
査
会
の
審
査（
第
二
段
階
）

起
訴
議
決

起
訴
議
決
に
至
ら
ず

検
察
官
に
よ
る
不
起
訴
処
分

被
害
者
や
告
訴
・
告
発
し
た
人
な
ど
に
よ
る
申
し
立
て

検
察
審
査
会
の
審
査（
第
一
段
階
）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

検
察
官

検
察
官

指
定
弁
護
士

強
制
起
訴

不起訴
相当

＊法定期間（原則3か月）に起訴しない場合も含む

捜査
終結

起
訴

不
起
訴

起
訴

不
起
訴

＊

裁判員制度
　裁判員制度は，有権者のなかから無作為に抽
選で選ばれた6名の裁判員と，裁判官3名（場
合により裁判員4名，裁判官1名）とが審理に
参加し，共同して事実認定および量刑を行う制
度である。裁判員制度の対象となるのは，殺人
など重大犯罪についての刑事裁判に限られ，裁
判員は第一審のみに関与し，控訴審以降は裁判
官のみで裁判が行われる。評議で意見が一致し
ない場合は，評決は多数決で行われる（ただし
有罪の判決には裁判官・裁判員各1名以上の賛
成が必要）。判決の宣告は，裁判員が立ち会い，
裁判長が行う。裁判員の任務は判決の宣告を
もって同時に終了となる。
　裁判員候補者に選ばれた場合，70歳以上や
学生，病気などの理由がなければ辞退できない。
また，守秘義務があり，違反すると6か月以下
の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
裁判の長期化や精神的な負担などから裁判員の
辞退率が上昇傾向にあるなど，裁判員制度には
多くの課題が残されている。

■�裁判員裁判の法廷（法務省と内閣官房による模
も

擬
ぎ

撮影）　6人の裁判員と3人の裁判官が正面に並ぶ。■�陪審制・参審制・裁判員制度の比較

控訴審 裁判官のみによる審理

裁判の決定

起訴 重大犯罪の刑事事件 地方裁判所管轄区内の選挙人
選挙人名簿から１年ごと
に抽選で「裁判員候補者
名簿」を作成し，記載者に
通知

「裁判員候補者名簿」記載者
事件ごとに抽選

公判前
整理手続

争点の整理, 証拠の開示,
審理計画の策定

裁判員の
選任手続

裁判長から質問
検察官・弁護人が除外者指名

公判
審理

証拠書類の取り調べ
証人や被告人に対する質問

判決の
宣告

裁判員が立ち会い，
裁判官が行う

評議・
評決

評議→裁判官との評議
･ 有罪か無罪か，
   有罪の場合量刑
評決→多数決
･ 裁判官，裁判員各１名を
　含む過半数

裁判官３名,
裁判員６名に
よる合議体

裁判員候補者

裁判員（６名）

終了

よび出し状・質問票

任命

（裁判員は第一審にのみ関与）

裁判員の任務終了

出頭

出頭

■�裁判員裁判の流れ

�法テラス　経済的理由で弁護士を
依頼できない人を援助する民事法
律扶

ふ

助
じょ

などを行っている。
��司法取引制度 詐

さ

欺
ぎ

や脱税，談合
などの経済事件や薬物・銃

じゅう

器
き

犯罪
を対象に導入され，犯罪摘発や捜
査の迅速化などが期待されるいっ
ぽう，寃罪の増加を懸念する声も
ある。

�代用刑事施設　被疑者の身
み

柄
がら

は72
時間以内に警察・検察から離れ，
法務省が管

かん

轄
かつ

する拘置所に収容さ
れるのが原則であるが，実際には
警察署にある留置場が代用刑事施
設として利用されることが多い（➡
p.343）。ここでの自白の強要な
どが問題になっている。

�最高裁判所裁判官の国民審査
用紙（2017年）　国民審査は，任命
後初の衆議院議員総選挙の際と，
その後10年が経過したあとに行
われる衆議院議員総選挙の際に
実施される。これまで国民審査で
罷免された裁判官はいない。罷免
を求める裁判官の名前の上に×を
書くという投票方法に関する問題
点も指摘されている。
　��国民審査の形

けい

骸
がい

化は司法にど
のような影響を及ぼすだろうか。

目的 具体的な内容

裁判の迅速化 公
こう

判
はん

前
ぜん

整理手
て

続
つづき

，即決裁判手続の導入

総合法律支援 日本司法支援センター（法テラス）の設置

知的財産への対応 知的財産高等裁判所の設置

労働問題への対応 労働審判制度の導入（➡p.144）

簡易裁判所の
機能強化

扱う請求の上限を90万円から140万円へ，
少額訴訟の上限を30万円から60万円へ拡大

紛争解決の簡素化 裁判外紛争解決手続き（ADR）の制度化

法曹人口の拡大 法科大学院（ロースクール）の設立

国民の司法参加 裁判員制度の導入

その他 検察審査会の機能強化，被害者参加制度の導入，
取り調べの可視化の導入，司法取引制度の導入

陪審制 参審制 裁判員制度

おもな実施国 アメリカ，イギリス ドイツ，フランス 日本

任期 事件ごと 任期制 事件ごと

権限
陪審員のみで協議
し，有罪・無罪のみ
を判断

裁判官とともに協議
し，有罪・無罪およ
び量刑を判断

裁判官とともに協議
し，有罪・無罪およ
び量刑を判断
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　違憲審査権は，国会や内閣に対する裁判所の独立性を象
しょう

徴
ちょう

する
ものである。高度に政治的な行為に対しては違憲審査をすべきで
ないという見解（統

とう

治
ち

行為論）もあるが，違憲審査権の行使があま
りに抑

よく

制
せい

されると「憲法の番人」としての裁判所の役割は生きてこ
ない。そして憲法は「憲法の番人」としての裁判所の機能を国民が
監
かん

視
し

する機会として，最高裁判所の裁判官に対する国民審
➡p.40
査の制

度を設けている（第79条2～4項）。

司法の課題と
国民の司法参加

日本の裁判制度については，冤罪が繰り返
されてきたことや，判決が出るまでに時間

がかかりすぎているなどの問題が指摘されてきた。また，刑事裁
判が職業裁判官のみによって行われてきたために，国民の常識と
乖
かい

離
り

した判決があるなどの意見もあった。
　これらの批判を受けて，一連の司法制度改革が行われ，その一
環として裁判員

➡レクチャー
制度が導入された（2009年実施）。裁判員は18歳

以上の有権者から無作為に選ばれ，重大犯罪の刑事裁判の第一審
に裁判官とともに参加する。裁判員制度は，裁判に国民の良識を
反映させると同時に，主権者としての意識を高めることを目的と
している。しかし，被告人にとって短期間の裁判が十分に公正な
ものかどうか，裁判員にとって守秘義務などの負担が大きすぎな
いかなどの懸

け

念
ねん

もある。
　検察審査会制

➡p.58
度は，審査会で起訴相当と2回議決されれば，裁

判所が指定した弁護士によって強制的に起訴されるしくみ（起訴
議決制度）に改められ

2009年
た。法による紛争解決に必要な情報やサー

ビスの提供が受けられる日本司法支援センター（法テラス）も設置

❾

�

�

10

�

11

さ
2006年
れ，法曹の増員などを目的に法科大学院（ロ

law school
ースクール）も設け

られ
2004年
た。さらに，特定の刑事訴

そ

訟
しょう

について犯罪被害者やその家族
が裁判に参加できる被害者参加制度の導

2008年
入や，殺人罪などの時効

を廃止・延長する制
2010年
度改革も行われた。なお，2016年の刑事訴

訟法改正を受けて，2019年から，裁判員裁判対象の事件などに
おける取り調べの可視化

たい

（逮捕
ほ

後の被
ひ

疑
ぎ

者
しゃ

の取り調べを録音・録
画すること）が義務化された。2018年には捜

そう

査
さ

協力により不起
訴処分や刑罰の減

げん

免
めん

（軽減・免除）を得る司法取引制度も設けられ
た。冤罪防止のためには代用刑事施設（いわゆる「代用監

かん

獄
ごく

」）の廃
はい

止
し

などが有効だという意見もあり，司法制度への信頼を確固たる
ものとするため，さらなる改革が求められる。

12

13

❾�統治行為論　憲法第7条による衆
議院解散の合憲性が争われた苫

とま

米
べ

地
ち

事件（1960年判決）や，砂
すな

川
がわ

事件，
長
なが

沼
ぬま

ナイキ基地訴訟（➡p.42判例）
などで示された。
10�裁判員制度　欧米では，一般市民
が事実認定を行い裁判官が量刑を
判断する陪

ばい

審
しん

制や，市民と裁判官
の合議によって量刑まで判断する
参
さん

審
しん

制がある。日本の裁判員制度
は，市民と裁判官の合議により量
刑まで判断している点で参審制に
近いが，参審制と異なり，法律の
適用については裁判官のみが判断
する。

�おもな司法制度改革 �検察審査会による審査の流れ

検
察
審
査
会
の
審
査（
第
二
段
階
）

起
訴
議
決

起
訴
議
決
に
至
ら
ず

検
察
官
に
よ
る
不
起
訴
処
分

被
害
者
や
告
訴
・
告
発
し
た
人
な
ど
に
よ
る
申
し
立
て

検
察
審
査
会
の
審
査（
第
一
段
階
）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

検
察
官

検
察
官

指
定
弁
護
士

強
制
起
訴

不起訴
相当

＊法定期間（原則3か月）に起訴しない場合も含む

捜査
終結

起
訴

不
起
訴

起
訴

不
起
訴

＊

裁判員制度
　裁判員制度は，有権者のなかから無作為に抽
選で選ばれた6名の裁判員と，裁判官3名（場
合により裁判員4名，裁判官1名）とが審理に
参加し，共同して事実認定および量刑を行う制
度である。裁判員制度の対象となるのは，殺人
など重大犯罪についての刑事裁判に限られ，裁
判員は第一審のみに関与し，控訴審以降は裁判
官のみで裁判が行われる。評議で意見が一致し
ない場合は，評決は多数決で行われる（ただし
有罪の判決には裁判官・裁判員各1名以上の賛
成が必要）。判決の宣告は，裁判員が立ち会い，
裁判長が行う。裁判員の任務は判決の宣告を
もって同時に終了となる。
　裁判員候補者に選ばれた場合，70歳以上や
学生，病気などの理由がなければ辞退できない。
また，守秘義務があり，違反すると6か月以下
の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
裁判の長期化や精神的な負担などから裁判員の
辞退率が上昇傾向にあるなど，裁判員制度には
多くの課題が残されている。

■�裁判員裁判の法廷（法務省と内閣官房による模
も

擬
ぎ

撮影）　6人の裁判員と3人の裁判官が正面に並ぶ。■�陪審制・参審制・裁判員制度の比較

控訴審 裁判官のみによる審理

裁判の決定

起訴 重大犯罪の刑事事件 地方裁判所管轄区内の選挙人
選挙人名簿から１年ごと
に抽選で「裁判員候補者
名簿」を作成し，記載者に
通知

「裁判員候補者名簿」記載者
事件ごとに抽選

公判前
整理手続

争点の整理, 証拠の開示,
審理計画の策定

裁判員の
選任手続

裁判長から質問
検察官・弁護人が除外者指名

公判
審理

証拠書類の取り調べ
証人や被告人に対する質問

判決の
宣告

裁判員が立ち会い，
裁判官が行う

評議・
評決

評議→裁判官との評議
･ 有罪か無罪か，
   有罪の場合量刑
評決→多数決
･ 裁判官，裁判員各１名を
　含む過半数

裁判官３名,
裁判員６名に
よる合議体

裁判員候補者

裁判員（６名）

終了

よび出し状・質問票

任命

（裁判員は第一審にのみ関与）

裁判員の任務終了

出頭

出頭

■�裁判員裁判の流れ

11法テラス　経済的理由で弁護士を
依頼できない人を援助する民事法
律扶

ふ

助
じょ

などを行っている。
12�司法取引制度 詐

さ

欺
ぎ

や脱税，談合
などの経済事件や薬物・銃

じゅう

器
き

犯罪
を対象に導入され，犯罪摘発や捜
査の迅速化などが期待されるいっ
ぽう，寃罪の増加を懸念する声も
ある。

13代用刑事施設　被疑者の身
み

柄
がら

は72
時間以内に警察・検察から離れ，
法務省が管

かん

轄
かつ

する拘置所に収容さ
れるのが原則であるが，実際には
警察署にある留置場が代用刑事施
設として利用されることが多い（➡
p.343）。ここでの自白の強要な
どが問題になっている。

�最高裁判所裁判官の国民審査
用紙（2017年）　国民審査は，任命
後初の衆議院議員総選挙の際と，
その後10年が経過したあとに行
われる衆議院議員総選挙の際に
実施される。これまで国民審査で
罷免された裁判官はいない。罷免
を求める裁判官の名前の上に×を
書くという投票方法に関する問題
点も指摘されている。
　��国民審査の形

けい

骸
がい

化は司法にど
のような影響を及ぼすだろうか。

目的 具体的な内容

裁判の迅速化 公
こう

判
はん

前
ぜん

整理手
て

続
つづき

，即決裁判手続の導入

総合法律支援 日本司法支援センター（法テラス）の設置

知的財産への対応 知的財産高等裁判所の設置

労働問題への対応 労働審判制度の導入（➡p.144）

簡易裁判所の
機能強化

扱う請求の上限を90万円から140万円へ，
少額訴訟の上限を30万円から60万円へ拡大

紛争解決の簡素化 裁判外紛争解決手続き（ADR）の制度化

法曹人口の拡大 法科大学院（ロースクール）の設立

国民の司法参加 裁判員制度の導入

その他 検察審査会の機能強化，被害者参加制度の導入，
取り調べの可視化の導入，司法取引制度の導入

陪審制 参審制 裁判員制度

おもな実施国 アメリカ，イギリス ドイツ，フランス 日本

任期 事件ごと 任期制 事件ごと

権限
陪審員のみで協議
し，有罪・無罪のみ
を判断

裁判官とともに協議
し，有罪・無罪およ
び量刑を判断

裁判官とともに協議
し，有罪・無罪およ
び量刑を判断

5
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番号 原文

27
28
29
30
31
32
33
34
35

ゼロ金利政策
買いオペレーションにより無担保コ
ールレート（オーバーナイト物）を0％
程度に近づけようとする政策 
実施時期  1999.2～2000.8
　　　　  2001.2～2006.7
　　　　  2010.10～2013.4

量的緩和政策
買いオペレーションにより銀行の資
金の量（日銀当座預金残高）を増加さ
せようとする政策
実施時期  2001.3～2006.3

インフレ・ターゲット政策
消費者物価上昇率（インフレ率）が2
％になることを目標に金融緩和を行
う政策
実施時期  2013.1～

量的・質的金融緩和（異次元緩和）
買い入れ対象資産を多様化させたう
えで（＝質的側面）， 買いオペレーショ
ンによりマネタリーベースを増加させ
ようとする（＝量的側面）政策
実施時期  2013.4～

マイナス金利
日銀当座預金の一部にマイナス0.1％
の金利を適用する政策
実施時期  2016.2～

量の国債を発行した。こうしたことが契
けい

機
き

となって，1980年代
に入ると金融の国際化と自由化が進み，イギリスでは金融・証券
制度の大改革（金

1986年実施
融ビッグバン）が断行された。

　日本でも，1991年のバブル経済崩
ほう

壊
かい

後
➡p.123

，金融の自由化が緊急
の課題となり，政府は，預金金利や貸出金利などに対する規制を
解く「金利の自由化」と，銀行・信託・証券・保険の相互参入を認
める「金融業務の自由化」に乗り出した。そして

1996～98年
，橋

はし

本
もと

龍
りゅう

太
た

郎
ろう

内閣
は日本版金融ビッグバン構想を打

1996年
ち出し，金

1998年
融システム改革法を

制定して，金融市場の規制緩和を促進した。その結果，外国為替
関連業務の自由化や，銀行・証券・保険業界への新規参入などが
実現した。
　金融の自由化により，保護と規制を中心とした，従来の「護送
船団方式」とよばれた弱小金融機関に足

あし

並
な

みをそろえる金融行政
は転換を迫

せま

られた。護送船団方式の下では，金融機関が破
は

綻
たん

しそ
うになれば政府は救済するとの見通しから，金融機関が返済能力
を確かめずに多額の貸し出しを行うなどの現象（モ

moral hazard
ラルハザード）

がみられた。また，バブル経済の崩壊によって金融機関は回収が
困難になった巨額の不良債権を抱え，経営破綻におちいる金融機
関も現れた。さらに銀行の保有する株式などの資産の価値が目

め

減
べ

りしたために自己資本比率が低下し，自己資本比率に対する国際
規制（

Bank for International Settlements
B
ビ ス

IS規制）を遵
じゅん

守
しゅ

するため，貸し出しを抑制する貸し渋
しぶ

りと
いう現象が起こった。

非伝統的
金融政策

政府は混乱する金融システムの安定化を図る
ために，自己資本比率の低下した銀行に公的

❾

18

10

➡p.1241 11

12 13

資金を注入するとともに，不良債権処理・破綻銀行再生のための
条件整備に乗り出した。また，金融持

もち

株
かぶ

会社
➡p.94
が解
1997年
禁されたことな

どもあり，金融機関の再編も進んだ。さらに，金融システムを安
定化させるためには預金者の規律も高める必要があるとの考えか
ら，これまで金融機関が破綻した場合に全額保証されていた預金
は，一金融機関あたり1000万円とその利子を限度に保証される
のみとなった（ペ

2005年全面解禁
イオフ制度）。金融システムの安定化が図られる

一方で，日銀は景気回復を図るために，直接の政策目標とした無
担保コールレートを0％に近づけるゼロ金利政策をとった。
　しかし，デフレーションが止まらないことから，政策目標を金
利から日銀当座預金残高に切りかえ，通貨量の増加を図る量的緩
和政策を2001年に導入した。これもあって，デフレーションは
一時止まりかけたが，世

2008年
界金融危機

➡p.221
後に再びデフレーションにお

ちいった。そこで政府と日銀は，2013年から消費者物価上昇率
を2％とするインフレ・ターゲットを導入し，マネタリーベース
（現金通貨と日銀当座預金残高の合計）を政策目標とする「量的・
質的金融緩和」によって，デフレーションからの脱却をめざした。
　「量的・質的金融緩和」によって，日銀は公開市場操作で銀行な
どがもつ国債などを買い入れて通貨量を増やそうとした。しかし，
銀行などが，日銀に国債を売って得た資金を日銀当座預金に残し
たままだったため，貸し出しは見込みどおりに増えなかった。そ
こで，銀行などがもつ日銀当座預金の一部にマイナスの金利をつ
ける（銀行などが日銀に利子を支払う），「マイナス金利」を導入す
るなどして，銀行などが企業に貸し出すよう誘導している。

14

15

1920

21

22

❾ 日本版金融ビッグバン　1986年
のイギリスでの金融・証券制度の
大改革（金融ビッグバン）にちなん
でこのようによばれた。フリー，
フェア，グローバルの三つの原則
が掲げられた。
10金融行政の転換　1998年には金
融機関の監

かん

督
とく

・調査の強化のため
に金融監督庁が設置され，2000
年に金融庁に改組された。
11 自己資本比率　自己資本の総資本
（総資産）に対する比率。これが高
いほど企業の財務的安定性が高い
ことを示している（➡p.94コラム）。

12  BIS規制　バーゼル合意にもとづ
き国際決済銀行（BIS）が規制する
統一基準。国際業務を行う銀行に
は8％以上（2019年からは10.5％
以上）の自己資本比率が求められ
た。また国内業務のみを行う銀行
には，日本では4％以上という基
準が設けられた。

13 貸し渋り　金融機関の資金貸し出
しが極端に慎重になること。返済
の取り立ても厳しくなり，「貸しは
がし」という言葉も使われた。
14金融機関の再編　大手銀行は競争
力強化などのために合

がっ

併
ぺい

を繰り返
し，2000年代に三つのメガバン
クを中心に再編された。

21マネタリーベース，日銀当座預金，長期金利の推移（日本銀行資料）　　  マネタ
リーベースと日銀当座預金残高が2013年以降増加しているのはなぜだろうか。

19無担保コールレート，公定歩合と預金準備率の推移（日本銀行資料）　　  1990 
年以降，無担保コールレートと公定歩合はどのように変化しただろうか。

15 ペイオフ制度　金融機関が破綻し
た場合，預金保険機構に積み立て
ている保険金を使い，預金者への
一定額の払い戻しを行う制度。政
府は1996年にペイオフを一時凍
結し，政府が預金を全額保証する
形にしたが，2005年にペイオフ
を全面解禁した。

22世界金融危機を報じる新聞記
事（2008年）

20日本の非伝統的金融政策

18日本版金融ビッグバンのおもな
内容

内容（かっこ内は実施年月）

フ
リ
ー

･ 投資信託・保険商品の銀行窓
口販売の解禁（1997. 12）
･ 銀行，証券，保険会社を子会
社とする金融持株会社の解禁
（1998. 3）
･ 損害保険料率の自由化
  （1998. 7）
･ 株式売買委託手数料の自由
化 （1999. 10）

フ
ェ
ア

･金融機関に対する早期是
ぜ

正
せい

措
そ

置
ち

の導入（1998.4）
･ 情報開示（ディスクロージャ
ー）の充実（1999.10）

グ
ロ
ー
バ
ル

･内外資本取引の自由化 
 （外
がい

為
ため

法改正）（1998.4）
･ 証券デリバティブ（➡p.221）
の全面解禁（1998.12）
･国際会計基準の導入
  （1999.4） 1973 75 80 85 90 95 2000 10 15 20 25年05

無担保コールレート
（オーバーナイト物）

99
・
2 

ゼ
ロ
金
利
政
策
を
導
入

1994
・
10 

金
利
の
完
全
自
由
化

01
・
2 

ゼ
ロ
金
利
政
策
を
再
導
入

06
・
7 

ゼ
ロ
金
利
政
策
を
解
除

10
・
10 

ゼ
ロ
金
利
政
策
を
導
入

06
・
3 

量
的
緩
和
政
策
を
解
除

01
・
3 

量
的
緩
和
政
策
を
導
入

補
完
貸
付
制
度
導
入

2000
・
8 

ゼ
ロ
金
利
政
策
を
解
除

9.0

6.5

5.0

6.0

2.52.252.0
1.625 1.75

0.5
0.1 0.3

1.75
1.2預金準備率

（指定勘定区分の上限額を超える
  定期性預金の場合）
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・
4
「
量
的
・
質
的
金
融
緩
和
」を
導
入

16
・
2
「
マ
イ
ナ
ス
金
利
」を
導
入

16
・
9
長
短
金
利
操
作
を
導
入

10
%

5

0

公定歩合
（2006年から
基準割引率お
よび基準貸付
利率）

16
・
9
長
短
金
利
操
作
導
入

16
・
9
長
短
金
利
操
作
導
入

ゼ
ロ
金
利
政
策
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・
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〜
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・
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ゼ
ロ
金
利
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策
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・
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・
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量
的
緩
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量
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06
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〜
13
・
4

量
的
・
質
的
金
融
緩
和
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・
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〜

量
的
・
質
的
金
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緩
和
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・
4
〜

08
・
9
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
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・
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リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
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・
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マ
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金
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入
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・
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金
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入
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マネタリーベース
（兆円）

日本銀行当座預金
（兆円）

日本銀行当座預金
（兆円）無担保コールレート

（オーバーナイト物）（％）
無担保コールレート

（オーバーナイト物）（％）長期金利
（国債10年物）（％）

長期金利
（国債10年物）（％）
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27
28
29
30
31
32
33
34
35

ゼロ金利政策
買いオペレーションにより無担保コ
ールレート（オーバーナイト物）を0％
程度に近づけようとする政策 
実施時期  1999.2～2000.8
　　　　  2001.2～2006.7
　　　　  2010.10～2013.4

量的緩和政策
買いオペレーションにより銀行の資
金の量（日銀当座預金残高）を増加さ
せようとする政策
実施時期  2001.3～2006.3

インフレ・ターゲット政策
消費者物価上昇率（インフレ率）が2
％になることを目標に金融緩和を行
う政策
実施時期  2013.1～

量的・質的金融緩和（異次元緩和）
買い入れ対象資産を多様化させたう
えで（＝質的側面）， 買いオペレーショ
ンによりマネタリーベースを増加させ
ようとする（＝量的側面）政策
実施時期  2013.4～2024.3

マイナス金利
銀行などがもつ日銀当座預金の一部
にマイナス0.1％の金利をつける（銀
行などが日銀に利子を支払う）政策
実施時期  2016.2～2024.3

量の国債を発行した。こうしたことが契
けい

機
き

となって，1980年代
に入ると金融の国際化と自由化が進み，イギリスでは金融・証券
制度の大改革（金

1986年実施
融ビッグバン）が断行された。

　日本でも，1991年のバブル経済崩
ほう

壊
かい

後
➡p.123

，金融の自由化が緊急
の課題となり，政府は，預金金利や貸出金利などに対する規制を
解く「金利の自由化」と，銀行・信託・証券・保険の相互参入を認
める「金融業務の自由化」に乗り出した。

1996～98年
橋
はし

本
もと

龍
りゅう

太
た

郎
ろう

内閣は日本版
金融ビッグバン構想を打

1996年
ち出し，金

1998年
融システム改革法を制定して，

金融市場の規制緩和を促進した。その結果，外国為替関連業務の
自由化や，銀行・証券・保険業界への新規参入などが実現した。
　金融の自由化により，保護と規制を中心とした，従来の「護送
船団方式」とよばれた弱小金融機関に足

あし

並
な

みをそろえる金融行政
は転換を迫

せま

られた。護送船団方式の下では，金融機関が破
は

綻
たん

しそ
うになれば政府は救済するとの見通しから，金融機関が返済能力
を確かめずに多額の貸し出しを行うなどの現象（モ

moral hazard
ラルハザード）

がみられた。また，バブル経済の崩壊によって金融機関は回収が
困難になった巨額の不良債権を抱え，経営破綻におちいる金融機
関も現れた。さらに銀行の保有する株式などの資産の価値が目

め

減
べ

りしたために自己資本比率が低下し，自己資本比率に対する国際
規制（

Bank for International Settlements
B
ビ ス

IS規制）を遵
じゅん

守
しゅ

するため，貸し渋
しぶ

りという現象が起こった。

非伝統的
金融政策

政府は混乱する金融システムの安定化を図る
ために，自己資本比率の低下した銀行に公的

資金を注入するとともに，不良債権処理・破綻銀行再生のための
条件整備に乗り出した。また，金融持

もち

株
かぶ

会社
➡p.94
が解
1997年
禁されたことな

❾

18

10

➡p.1241 11

12 13

どもあり，金融機関の再編も進んだ。さらに，金融システムを安
定化させるためには預金者の規律も高める必要があるとの考えか
ら，これまで金融機関が破綻した場合に全額保証されていた預金
は，一金融機関あたり1000万円とその利子を限度に保証される
のみとなった（ペ

2005年全面解禁
イオフ制度）。金融システムの安定化が図られる

一方で，日銀は景気回復を図るために，直接の政策目標とした無
担保コールレートを0％に近づけるゼロ金利政策をとった。
　しかし，デフレーションが止まらないことから，政策目標を金
利から日銀当座預金残高に切りかえ，通貨量の増加を図る量的緩
和政策を2001年に導入した。これもあって，デフレーションは
一時止まりかけたが，世

2008年
界金融危機

➡p.221
後に再びデフレーションにお

ちいった。そこで政府と日銀は，2013年から消費者物価上昇率
を2％とするインフレ・ターゲットを導入し，マネタリーベース
（現金通貨と日銀当座預金残高の合計）を政策目標とする「量的・
質的金融緩和」によって，デフレーションからの脱却をめざした。
　この枠

わく

組
ぐ

みのもとで，日銀は公開市場操作で銀行などがもつ国
債などを買い入れて通貨量を増やそうとした。しかし，銀行など
が，国債を売って得た資金を日銀当座預金に残したままだったた
め，企業への貸し出しは見込みどおりに増えなかった。そこで，
さらに「マイナス金利」を導

2016年
入するなどして，貸し出しを誘導した。

　資源価格の高
こう

騰
とう

などを背景に，日本では2022年ごろから物価
上昇が起こった。こうした状況を受けて，日銀は2024年に「量的・
質的金融緩和」の枠組みおよび「マイナス金利」の政策を改め，金
利を政策目標とする従来の政策に戻した。

14

15

1920

21

22

➡p.10310

❾ 日本版金融ビッグバン　1986年
のイギリスでの金融・証券制度の
大改革（金融ビッグバン）にちなん
でこのようによばれた。フリー，
フェア，グローバルの三つの原則
が掲げられた。
10金融行政の転換　1998年には金
融機関の監

かん

督
とく

・調査の強化のため
に金融監督庁が設置され，2000
年に金融庁に改組された。
11 自己資本比率　自己資本の総資本
（総資産）に対する比率。これが高
いほど企業の財務的安定性が高い
ことを示している（➡p.94コラム）。

12  BIS規制　バーゼル合意にもとづ
き国際決済銀行（BIS）が規制する
統一基準。国際業務を行う銀行に
は8％以上（2019年からは10.5％
以上）の自己資本比率が求められ
た。また国内業務のみを行う銀行
には，日本では4％以上という基
準が設けられた。

13 貸し渋り　金融機関の資金貸し出
しが極端に慎重になること。返済
の取り立ても厳しくなり，「貸しは
がし」という言葉も使われた。
14金融機関の再編　大手銀行は競争
力強化などのために合

がっ

併
ぺい

を繰り返
し，2000年代に三つのメガバン
クを中心に再編された。

21マネタリーベース，日銀当座預金，長期金利の推移（日本銀行資料）　　  マネタ
リーベースと日銀当座預金残高が2013年以降増加しているのはなぜだろうか。

19無担保コールレート，公定歩合と預金準備率の推移（日本銀行資料）　　  1990 
年以降，無担保コールレートと公定歩合はどのように変化しただろうか。

15 ペイオフ制度　金融機関が破綻し
た場合，預金保険機構に積み立て
ている保険金を使い，預金者への
一定額の払い戻しを行う制度。政
府は1996年にペイオフを一時凍
結し，政府が預金を全額保証する
形にしたが，2005年にペイオフ
を全面解禁した。

22世界金融危機を報じる新聞記
事（2008年）

20日本の非伝統的金融政策

18日本版金融ビッグバンのおもな
内容

内容（かっこ内は実施年月）

フ
リ
ー

･ 投資信託・保険商品の銀行窓
口販売の解禁（1997. 12）
･ 銀行，証券，保険会社を子会
社とする金融持株会社の解禁
（1998. 3）
･ 損害保険料率の自由化
  （1998. 7）
･ 株式売買委託手数料の自由
化 （1999. 10）

フ
ェ
ア

･金融機関に対する早期是
ぜ

正
せい

措
そ

置
ち

の導入（1998.4）
･ 情報開示（ディスクロージャ
ー）の充実（1999.10）

グ
ロ
ー
バ
ル

･内外資本取引の自由化 
 （外
がい

為
ため

法改正）（1998.4）
･ 証券デリバティブ（➡p.221）
の全面解禁（1998.12）
･国際会計基準の導入
  （1999.4） 1973 75 80 85 90 95 2000 10 15 20 25年05
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（オーバーナイト物）
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・
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利
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44
45

10年間で国民所得を2倍にするという国民所得倍増計画を立て，
経済成長策を積極的に推進した。1968年には日本のGNP

➡p.102
が西

ドイツ（当時）を抜いて資本主義国第2位となり，日本はアメリカ
に次ぐ「経済大国」になった。
　国際経済への復帰も進み，貿易，為

か わ せ

替，資本の自由化が段階的
に推

お

し進められた。1963年にG
ガ ッ ト

ATT1
➡p.211

1条国，1964年にIMF
➡p.211
8条

国へ移行し，同年には，OECD
➡p.217
（経済協力開発機構）への加盟を果

たした。また，1967年には資本の自由化が開始された。
　高度経済成長を可能にした要因はさまざまである。戦後の政治・
経済における制度面での諸改革，安くて質の高い労働力の豊富な
存在，日本国民の高い貯蓄率などがあげられる。IMF‒GATT

➡p.211
体

制下での自由貿易の進展，世界的な好況，原油価格の安定など，
国際的な経済環境が良好であったことも幸いした。
　また，企業の設備投資

➡p.91
意欲が旺

おう

盛
せい

で，製造業では，欧米の先進
技術が積極的に導入された。設備の大型化と工程の一貫化が進め
られて，「規模の経済

➡p.86
」が追求されるとともに，石油化学や鉄鋼産

業では各地に関連産業を集めたコンビナートがつくられ，「集積
の経済」が追求された。

1

❾

10

11

12

13    

　高度経済成長は日本を「経済大国」に引き上げたが，急速な変化
は新たな課題を社会にもたらした。地方から都市への人口流出が
続き，農村や山間部で過

か

疎
そ

化が進行した。過密化する都市では，
騒
そう

音
おん

，大気汚
お

染
せん

，光化学スモッグなどの公害
➡p.128
が発生し，生活環境

を著しく悪化させた。このようななか，人々の生活にとって安定
や安全がより重要なものとなりつつあった。

高度経済成長
から安定成長へ

1970年代に入ると，それまでの過
か

剰
じょう

投資
に労働力不足が加わって，企業の設備投資

は鈍
どん

化
か

し，成長率も低下し始めた。そこに起こったのが1973年
の第一次石油危機（オイル・ショック）である。第四次中東戦争

➡p.246
を

機にO
オ ペ ッ ク

PEC（石油輸出国機構）
➡p.217

が原油価格を一挙に4倍に引き上げ
ると，その影響はたちまち世界中に波

は

及
きゅう

し，多くの国々で，原油
価格の高

こう

騰
とう

によってインフレーションが起こり，不況と物価上昇
が同時に進行するスタグフレーション

➡p.104
が生じた。日本の経済成長

も減速し，1973年から第
1979年
二次石油危機を経て1980年代前半に

至る10年間の平均成長率は約4％にとどまった。こうして高度
経済成長は終わり，日本経済は質的転換を迫

せま

られることになった。
　政府は国民生活の質的向上と持続的な経済成長を両立させる

2

14

❾  GATT11条国，IMF8条国　GATT
11条国は，国際収支の悪化を理
由に輸入の数量制限ができない
国。IMF8条国は同様の理由で為
替制限ができない国。

10 資本の自由化　日本は戦後，外資
法と外

がい

為
ため

法（外国為替及
およ

び外国貿
易法）によって国際間の資本取り引
きを厳しく制限していたが，OECD
加盟後の1967年以降，自由化を段
階的に進めていった。
11貯蓄率　国民所得に占める総貯蓄
の割合。

12  企業の設備投資意欲　ある産業で
の投資が直接・間接に他産業での
投資を誘発する様子は「投資が投
資をよぶ」とよばれた。

13    集積の経済　生産が一定の地域で
集中的に行われることにより，生
産や流通に必要な経費を節約でき
ることをいうが，一定規模を超え
ると，地価上昇，混雑などにより，
集積の不経済が発生する。集積の
利益ともいう。

14  第一次石油危機　石油危機による
物価上昇は経済に混乱をもたらし，
狂乱物価（➡p.104）とよばれる事
態も起こった。

1戦後日本経済の歩み（内閣府資料ほか）

＊1963年以前は都市，それ以降は全世帯

ルーム
エアコン
ルーム
エアコン

カラー
テレビ
カラー
テレビ

パソコンパソコン

乗用車電気冷蔵庫電気冷蔵庫
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電気洗濯機電気洗濯機
電気掃除機電気掃除機

白黒
テレビ
白黒
テレビ

2耐
たい

久
きゅう

消費財の普
ふ

及
きゅう

率の推移（消
費動向調査）　このような消費者
の生活様式の急激な変化を消費
革命という。1950年代後半には
白黒テレビ，電気洗濯機，電気
冷蔵庫の三つが「三種の神

じん

器
ぎ

」と
よばれ，1960年代後半にはカ
ラーテレビ，クーラー，乗用車
の三つが「3C」や「新三種の神器」
とよばれた。
「三種の神器」が急速に普及

した時期の日本経済はどのよう
な状況にあっただろうか。

戦後復興期 高度経済成長期 安定成長期 低成長期
1
ド
ル
＝
3
6
0
円
の
単
一
為
替
レ
ー
ト（
49
・４
）

経
済
安
定
九
原
則
指
令（
48
・
12
）

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
調
印（
51
・
9
）

労
働
基
準
法
制
定（
47
・
4
）

農
地
改
革（
46
・
２
）

財
閥
解
体（
45
・
11
）

金
融
再
生
関
連
法
制
定（
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120 第 2 章 現代日本の経済 1213 節 日本経済の発展と現状

10年間で国民所得を2倍にするという国民所得倍増計画を立て，
経済成長策を積極的に推進した。1968年には日本のGNP

➡p.102
が西

ドイツ（当時）を抜いて資本主義国第2位となり，日本はアメリカ
に次ぐ「経済大国」になった。
　国際経済への復帰も進み，貿易，為

か わ せ

替，資本の自由化が段階的
に推

お

し進められた。1963年にG
ガ ッ ト

ATT1
➡p.211

1条国，1964年にIMF
➡p.211
8条

国へ移行し，同年には，OECD
➡p.217
（経済協力開発機構）への加盟を果

たした。また，1967年には資本の自由化が開始された。
　高度経済成長を可能にした要因はさまざまである。戦後の政治・
経済における制度面での諸改革，安くて質の高い労働力の豊富な
存在，日本国民の高い貯蓄率などがあげられる。IMF‒GATT

➡p.211
体

制下での自由貿易の進展，世界的な好況，原油価格の安定など，
国際的な経済環境が良好であったことも幸いした。
　また，企業の設備投資

➡p.91
意欲が旺

おう

盛
せい

で，製造業では，欧米の先進
技術が積極的に導入された。設備の大型化と工程の一貫化が進め
られて，「規模の経済

➡p.86
」が追求されるとともに，石油化学や鉄鋼産

業では各地に関連産業を集めたコンビナートがつくられ，「集積
の経済」が追求された。

1

❾

10

11

12

13    

　高度経済成長は日本を「経済大国」に引き上げたが，急速な変化
は新たな課題を社会にもたらした。地方から都市への人口流出が
続き，農村や山間部で過

か

疎
そ

化が進行した。過密化する都市では，
騒
そう

音
おん

，大気汚
お

染
せん

，光化学スモッグなどの公害
➡p.128
が発生し，生活環境

を著しく悪化させた。このようななか，人々の生活にとって安定
や安全がより重要なものとなりつつあった。

高度経済成長
から安定成長へ

1970年代に入ると，それまでの過
か

剰
じょう

投資
に労働力不足が加わって，企業の設備投資

は鈍
どん

化
か

し，成長率も低下し始めた。そこに起こったのが1973年
の第一次石油危機（オイル・ショック）である。第四次中東戦争

➡p.246
を

機にO
オ ペ ッ ク

PEC（石油輸出国機構）
➡p.217

が原油価格を一挙に4倍に引き上げ
ると，その影響はたちまち世界中に波

は

及
きゅう

し，多くの国々で，原油
価格の高

こう

騰
とう

によってインフレーションが起こり，不況と物価上昇
が同時に進行するスタグフレーション

➡p.104
が生じた。日本の経済成長

も減速し，1973年から第
1979年
二次石油危機を経て1980年代前半に

至る10年間の平均成長率は約4％にとどまった。こうして高度
経済成長は終わり，日本経済は質的転換を迫

せま

られることになった。
　政府は国民生活の質的向上と持続的な経済成長を両立させる

2

14

❾  GATT11条国，IMF8条国　GATT
11条国は，国際収支の悪化を理
由に輸入の数量制限ができない
国。IMF8条国は同様の理由で為
替制限ができない国。

10 資本の自由化　日本は戦後，外資
法と外

がい

為
ため

法（外国為替及
およ

び外国貿
易法）によって国際間の資本取り引
きを厳しく制限していたが，OECD
加盟後の1967年以降，自由化を段
階的に進めていった。
11貯蓄率　国民所得に占める総貯蓄
の割合。
12  企業の設備投資意欲　ある産業で
の投資が直接・間接に他産業での
投資を誘発する様子は「投資が投
資をよぶ」とよばれた。
13    集積の経済　生産が一定の地域で
集中的に行われることにより，生
産や流通に必要な経費を節約でき
ることをいうが，一定規模を超え
ると，地価上昇，混雑などにより，
集積の不経済が発生する。集積の
利益ともいう。
14  第一次石油危機　石油危機による
物価上昇は経済に混乱をもたらし，
狂乱物価（➡p.104）とよばれる事
態も起こった。

1戦後日本経済の歩み（内閣府資料ほか）

＊1963年以前は都市，それ以降は全世帯
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率の推移（消
費動向調査）　このような消費者
の生活様式の急激な変化を消費
革命という。1950年代後半には
白黒テレビ，電気洗濯機，電気
冷蔵庫の三つが「三種の神

じん

器
ぎ

」と
よばれ，1960年代後半にはカ
ラーテレビ，クーラー，乗用車
の三つが「3C」や「新三種の神器」
とよばれた。
「三種の神器」が急速に普及

した時期の日本経済はどのよう
な状況にあっただろうか。
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　また，自民党内では有力な派
は

閥
ばつ

が資金力を背景に首相の座をめ
ぐって互いに争い，中選挙区制

➡p.70
においては各選挙区でそれぞれの

派閥を代表する自民党候補が互いにしのぎをけずった。派閥とは
一種の「党

とう

内
ない

党
とう

」であり，政策的な違いとともに人脈の違いによっ
て分かれていた。派閥は政治家の発掘や養成，政治資金の獲得な
どの役割も果たし，派閥中心の政治は，党内に多様な意見の存在
を可能にした面もあるが，同じ政党内で選挙を戦うため，有権者
への「サービス合戦」につながる傾向もあった。そのため，多額の
政治資金が必要となり，カネによって政治が動かされる金権政治
の面が出てきた。その結果，ロッキード事件

1976年
，リ
1988年
クルート事件，

佐
さ

川
がわ

急
1992年

便事件といった金権汚
お

職
しょく

事件が発生することになった。一
方で社会党は，党内対立などから議席数はあまり伸びなかった。
　このように自民・社会両党で党内対立が強かったことにより，
政党間の競争を基本に政策選択と政権選択とを合わせて考えると
いう政党政治の基本があいまいになった面もある。一方で，党内
対立という形で多様な勢力が競い合った面もあり，自民党内の派
閥間の政権移

い

譲
じょう

（「擬
ぎ

似
じ

政権交代」）も，政治に一定の緊張感を与え
た。しかし，冷戦が終わり

➡p.186
，日本の政治を取り巻く環境が大きく

変化していくなかで，55年体制の基
き

盤
ばん

は徐
じょ

々
じょ

にゆらいでいった。

4 ❺

❻

連立政権の
時代

1960年代末以降，55年体制を打開するため，
社会党を中心に他の野党を巻き込んで連立政

権を樹
じゅ

立
りつ

しようとする試み（「社公民路線」）がさまざまな形で行わ
れた。1993年，宮

みや

沢
ざわ

喜
き

一
いち

内
1991〜93年

閣に対する不信任決議案が可決され，
自民党が分裂し，衆議院議員総選挙を経て，「非自民」連立政権と
して細

ほそ

川
かわ

護
もり

熙
ひろ

内
1993〜94年

閣が成立した。これをきっかけに日本の政党政治
は単独政権から連立政権の時代に入った。細川内閣は選挙制度改
革を中心とする政治改革を行った。1994年には，社会党の村

むら

山
やま

富
とみ

市
いち

を首相とする連
1994〜96年
立政権に加わる形で自民党は政権に復帰した。

1990年代後半には，バブル経
1991年

済崩
ほう

壊
かい

後の日本経済の停
てい

滞
たい

と金
融システム不安の深刻化とともに，経済成長に頼っていた戦後の
日本社会のあり方を改めるという課題が浮上した。行政の無駄を
省く行政改革

➡p.55
が行われる一方で，高齢化が急速に進行するなか，

国民の負担増の問題を先送りすることもできなくなった。
　2000年前後から，自民党は公明党との連立を軸に政権を担った。
小
こ

泉
いずみ

純
じゅん

一
いち

郎
ろう

内
2001〜06年

閣は政府によるサービスの一部を民営化するなどの
「構造改革

➡p.124
」路線を打ち出した。これは自民党を，利益誘導を行う

政党から「小さな政府
➡p.85
」をめざす政党に変えようとする動きでも

あった。「郵政民営化
➡p.124
」をテーマに2005年の衆議院議員総選挙で

自民党は圧勝したが，2007年以降は参議院では野党が多数とな
る「ねじれ現象」により，内閣提出の重要法案の参議院での否決な
どが相

あい

次
つ

ぎ，短命な内閣が続いた。
「構造改革」路線に対しては，急激な改革が格差の拡大をまねい
たなどの批判もあり，2009年の衆議院議員総選挙の結果，民主
党を中心とした鳩

はと

山
やま

由
ゆ

紀
き

夫
お

内
2009〜10年

閣が成立し，政権交代が実現した。
しかし，2010年の参議院議員通常選挙後に再び「ねじれ現象」が
生じた。その後，マ

manifesto
ニフェスト（政権公約）で明示した政策の実現

に失敗したことや，東
2011年
日本大震災・原発事故への対応などについ

て，民主党などの政権運営への不満が高まった。そして，2012
年に野

の

田
だ

佳
よし

彦
ひこ

内
2011〜12年

閣は2014年からの消費税
➡p.116
引き上げを自民党・公

明党と協力して決定したが，2012年の総選挙で民主党は惨
ざん

敗
ぱい

し，
再び自民党と公明党の連立による第

2012〜20年
二次安

あ

倍
べ

晋
しん

三
ぞう

内閣が成立した。
それ以降，「一強多弱」といわれるほど野党の勢力が弱く，自民党
内でも首相のリーダーシップが強くなり，集権化が進んだ。

❼

5

6

7

7政権交代を報じる新聞記事
（上：2009年，下：2012年）5衆議院議員総選挙の得票率と議席数 小選挙区と比例代表とで得票率に大きな差があるのはなぜだろうか。

❼社公民路線　社会党が公明党，民
社党に働きかけたことから，この
ようによばれた。

4田
た

中
なか

角
かく

栄
えい

元首相の逮
たい

捕
ほ

を報じ
る新聞記事（1976年）　アメリカ
のロッキード社による航空機売
り込みに際し，日本政府の高官
に巨額の贈

ぞう

賄
わい

がなされていたこ
とが発覚した。

❺リクルート事件　リクルート社が
有力政治家や政府官僚らへ未公開
株を賄

わい

賂
ろ

として譲
じょう

渡
と

したことが発
覚し，当時の竹

たけ

下
した

登
のぼる

首相は退陣に
追い込まれた。

❻佐川急便事件 東京佐川急便によ
る贈収賄事件で，自民党の有力政
治家が辞職した。

6細川政権下の政治改革
細川政権下の政治改革には

どのような長所と課題があった
だろうか。

選挙制度改革
①公職選挙法改正など
・中選挙区制を廃

はい

止
し

し，
小選挙区比例代表並立制を導入
・小選挙区300議席，
比例代表200議席
・比例代表は全国11ブロック

政治資金規正改革
②政治資金規正法改正
・政治家個人への
企業団体献

けん

金
きん

を禁止
（企業団体献金の対象を
政党と政治資金団体に限定）
③政党助成法制定
・	税金から政党へ
政党交付金を支出
（国民一人あたり250円）
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　また，自民党内では有力な派
は

閥
ばつ

が資金力を背景に首相の座をめ
ぐって互いに争い，中選挙区制

➡p.70
においては各選挙区でそれぞれの

派閥を代表する自民党候補が互いにしのぎをけずった。派閥とは
一種の「党

とう

内
ない

党
とう

」であり，政策的な違いとともに人脈の違いによっ
て分かれていた。派閥は政治家の発掘や養成，政治資金の獲得な
どの役割も果たし，派閥中心の政治は，党内に多様な意見の存在
を可能にした面もあるが，同じ政党内で選挙を戦うため，有権者
への「サービス合戦」につながる傾向もあった。そのため，多額の
政治資金が必要となり，カネによって政治が動かされる金権政治
の面が出てきた。その結果，ロッキード事件

1976年
，リ
1988年
クルート事件，

佐
さ

川
がわ

急
1992年

便事件といった金権汚
お

職
しょく

事件が発生することになった。一
方で社会党は，党内対立などから議席数はあまり伸びなかった。
　このように自民・社会両党で党内対立が強かったことにより，
政党間の競争を基本に政策選択と政権選択とを合わせて考えると
いう政党政治の基本があいまいになった面もある。一方で，党内
対立という形で多様な勢力が競い合った面もあり，自民党内の派
閥間の政権移

い

譲
じょう

（「擬
ぎ

似
じ

政権交代」）も，政治に一定の緊張感を与え
た。しかし，冷戦が終わり

➡p.186
，日本の政治を取り巻く環境が大きく

変化していくなかで，55年体制の基
き

盤
ばん

は徐
じょ

々
じょ

にゆらいでいった。

4 ❺

❻

連立政権の
時代

1960年代末以降，55年体制を打開するため，
社会党を中心に他の野党を巻き込んで連立政

権を樹
じゅ

立
りつ

しようとする試み（「社公民路線」）がさまざまな形で行わ
れた。1993年，宮

みや

沢
ざわ

喜
き

一
いち

内
1991〜93年

閣に対する不信任決議案が可決され，
自民党が分裂し，衆議院議員総選挙を経て，「非自民」連立政権と
して細

ほそ

川
かわ

護
もり

熙
ひろ

内
1993〜94年

閣が成立した。これをきっかけに日本の政党政治
は単独政権から連立政権の時代に入った。細川内閣は選挙制度改
革を中心とする政治改革を行った。1994年には，社会党の村

むら

山
やま

富
とみ

市
いち

を首相とする連
1994〜96年
立政権に加わる形で自民党は政権に復帰した。

1990年代後半には，バブル経
1991年

済崩
ほう

壊
かい

後の日本経済の停
てい

滞
たい

と金
融システム不安の深刻化とともに，経済成長に頼っていた戦後の
日本社会のあり方を改めるという課題が浮上した。行政の無駄を
省く行政改革

➡p.55
が行われる一方で，高齢化が急速に進行するなか，

国民の負担増の問題を先送りすることもできなくなった。
　2000年前後から，自民党は公明党との連立を軸に政権を担った。
小
こ

泉
いずみ

純
じゅん

一
いち

郎
ろう

内
2001〜06年

閣は政府によるサービスの一部を民営化するなどの
「構造改革

➡p.124
」路線を打ち出した。これは自民党を，利益誘導を行う

政党から「小さな政府
➡p.85
」をめざす政党に変えようとする動きでも

あった。「郵政民営化
➡p.124
」をテーマに2005年の衆議院議員総選挙で

自民党は圧勝したが，2007年以降は参議院では野党が多数とな
る「ねじれ現象」により，内閣提出の重要法案の参議院での否決な
どが相

あい

次
つ

ぎ，短命な内閣が続いた。
「構造改革」路線に対しては，急激な改革が格差の拡大をまねい
たなどの批判もあり，2009年の衆議院議員総選挙の結果，民主
党を中心とした鳩

はと

山
やま

由
ゆ

紀
き

夫
お

内
2009〜10年

閣が成立し，政権交代が実現した。
しかし，2010年の参議院議員通常選挙後に再び「ねじれ現象」が
生じた。その後，マ

manifesto
ニフェスト（政権公約）で明示した政策の実現

に失敗したことや，東
2011年
日本大震災・原発事故への対応などについ

て，民主党などの政権運営への不満が高まった。そして，2012
年に野

の

田
だ

佳
よし

彦
ひこ

内
2011〜12年

閣は2014年からの消費税
➡p.116
引き上げを自民党・公

明党と協力して決定したが，2012年の総選挙で民主党は惨
ざん

敗
ぱい

し，
再び自民党と公明党の連立による第

2012〜20年
二次安

あ

倍
べ

晋
しん

三
ぞう

内閣が成立した。
それ以降，「一強多弱」といわれるほど野党の勢力が弱く，自民党
内でも首相のリーダーシップが強くなり，集権化が進んだ。

❼

5

6

7

7政権交代を報じる新聞記事
（上：2009年，下：2012年）5衆議院議員総選挙の得票率と議席数　　　小選挙区と比例代表とで得票率に大きな差があるのはなぜだろうか。

❼社公民路線　社会党が公明党，民
社党に働きかけたことから，この
ようによばれた。

4田
た

中
なか

角
かく

栄
えい

元首相の逮
たい

捕
ほ

を報じ
る新聞記事（1976年）　アメリカ
のロッキード社による航空機売
り込みに際し，日本政府の高官
に巨額の贈

ぞう

賄
わい

がなされていたこ
とが発覚した。

❺リクルート事件　リクルート社が
有力政治家や政府官僚らへ未公開
株を賄

わい

賂
ろ

として譲
じょう

渡
と

したことが発
覚し，当時の竹

たけ

下
した

登
のぼる

首相は退陣に
追い込まれた。

❻佐川急便事件 東京佐川急便によ
る贈収賄事件で，自民党の有力政
治家が辞職した。

6細川政権下の政治改革
細川政権下の政治改革には

どのような長所と課題があった
だろうか。

選挙制度改革
①公職選挙法改正など
・中選挙区制を廃

はい

止
し

し，
小選挙区比例代表並立制を導入
・小選挙区300議席，
比例代表200議席
・比例代表は全国11ブロック

政治資金規正改革
②政治資金規正法改正
・政治家個人への
企業団体献

けん

金
きん

を禁止
（企業団体献金の対象を
政党と政治資金団体に限定）
③政党助成法制定
・	税金から政党へ
政党交付金を支出
（国民一人あたり250円）
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＊1996年以降のグラフは,上が小選挙区,下が比例代表の得票率を表す
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